
第１諮問

留保財産の選定について
（東京都目黒区八雲５丁目）
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関東財務局における留保財産の選定基準

１．次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、
立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情（ 以下
「個別的要因」という。）も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められ
るものについては、留保財産として取り扱うものとする。

地域 規模
都道府県 市区町村 土地面積
東 京 特別区、武蔵野市、三鷹市 1,000㎡以上
神奈川 横浜市、川崎市、相模原市

2,000㎡以上
埼 玉 さいたま市、川口市
千 葉 千葉市
新 潟 新潟市

※ 留保財産の対象地域は、上記市区町村の行政区域のうち、最新の国勢調査に基づく
人口集中地区（DID）とする。

２．上記１の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的
要因を踏まえ、留保することが適当と認められるものについては、留保財産と
して取り扱うことができるものとする。
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位 置 図
所在地：東京都目黒区八雲５丁目６番２、８ 面積：１，３６１㎡
沿 革：令和５年３月 最高裁より引受（最高裁判所八雲公邸跡地）

駒沢公園

対象財産

Ｎ

至桜新町

至三軒茶屋

世田谷区 目黒区 至自由が丘

至中目黒

(CC-BY-SA (c) OpenStreetMap Contributors)

1.2km

1.2km
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案 内 図

駒沢公園

対象財産

Ｎ

目黒区立第十中学校
駒澤大学深沢キャンパス

世田谷区 目黒区

目黒区立東根小学校

東が丘障害福祉施設

特別養護老人ホーム東が丘

駒
沢
公
園
通
り

駒澤大学

(CC-BY-SA (c) OpenStreetMap Contributors)

都立桜修館中等教育学校

めぐろ区民キャンパス

東京学芸大学附属世田谷小学校・中学校

特別養護老人ホーム
深沢共愛ホームズ

国立病院機構東京医療センター世田谷区立新町保育園
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1,361㎡
第一種中高層
住居専用地域

第一種低層
住居専用地域

建ぺい率 60％ 50％

容積率 200％ 100％

高さ制限 12ｍ 10ｍ

建築可能
な用途

保育所、老人ホー
ム等公共施設、
500㎡以下の店舗

保育所、老人ホー
ム等公共施設

対象財産

4
4
ｍ

31ｍ

現 況 図
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１

２

③南側道路①西側道路

対象財産

現況写真

約６ｍ

②北側道路

約４ｍ
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留保財産に選定する理由

関東財務局における留保財産の選定基準（地域・規模
に関する要件） を満たしていること
接道条件が良好で、整形地であること
地価の高い地域に所在している財産であり、再取得が
困難であること

将来世代における地域社会のニーズに対応するため、
留保する必要性が認められる。
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第２諮問

茨城県ひたちなか市新光町に所在す
る土地を茨城県に対し、工業団地造成
事業用地として時価売払いすることに
ついて
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群馬県

栃木県

埼玉県

東京都

位 置 図

茨城県

Ｎ

常陸那珂港区

大洗港

日立港

鹿島港

●

ひ
た
ち
な
か
海
浜
鉄
道
湊
線

水戸対地射爆撃場
跡地

対象財産●

千葉県

大栄ＪＣＴ

久喜白岡ＪＣＴ

鶴ヶ島ＪＣＴ

栃木都賀
ＪＣＴ

岩舟ＪＣＴ
高崎ＪＣＴ

つくばＪＣＴ

藤岡ＪＣＴ

勝
田
駅

茨城空港

友
部

ＪＣＴ
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案 内 図 Ｎ

東海村
至日立

至水戸

水戸対地射爆撃場跡地

対象財産

凡例

常陸那珂火力発電所

ひたちなか市

阿
字
ヶ
浦
駅

至勝田

常陸那珂港区

防波堤

国営

ひたち

海浜公園

常陸那珂有料道路

常陸那珂

工業団地

ひたち海浜公園 ＩＣ

常陸那珂港ＩＣ

茨城県流域下水道処理施設

対象財産

所在地：茨城県ひたちなか市

新光町１０６番２

区 分：土地

数 量：２３．２ｈａ

自 動 車

安全運転

センター

(独)日本原子力研究開発機構研究施設
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水戸対地射爆撃場跡地の活用状況

水戸対地射爆撃場跡地
1,181.4ha

対象財産 23.2ha

国利用（処理済） 337.3ha

地元利用（処理済） 504.9ha

留保地（処理済） 187.6ha

地元利用（未処理） 1.4ha

留保地（未処理） 150.2ha

原子力機構

国営公園

国営公園

工業団地

民間工場

公園

民間工場

下水処理施設公園

斎場

ごみ処理施設

配水場
漁業無線局

公園 市街地整備用地

東
海
村

ひ
た
ち
な
か
市

Ｎ

産業ゾーン

流通港湾関連施設

港湾関連施設
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自動車安全運転センター

民間工場

工業専用地域

建ぺい率 60％

容積率 200％

標高 約29～33ｍ

Ｎ

常陸那珂

工業団地

常陸那珂有料道路

対象財産の現況図

凡例

対象財産

水戸対地射爆撃場跡地

２３．２ｈａ
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現 況 写 真 国土地理院空中写真を加工

凡例

対象財産

Ｎ
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ひたちなか地区における工業団地造成事業

都市開発区域を工業都市として発展させ、また近郊整備地帯等を計画的に工業市街地として
整備するため、地方公共団体が都市計画事業として実施する製造工場等の敷地及び道路等
の公共施設の整備。

【根拠法】 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
近畿圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

工業団地造成事業

ひた ちな か地区留保地利用計画 産業集積を図る区域として位置付け
ひたちなか市都市計画マスタープラン 企業誘致等に対応するための新たな工業用地を確

保する区域として位置付け

ひたちなか地区

〇計画概要
所 在 地 ひたちなか市新光町１０６番２
面 積 約２３．２ｈａ
事 業 費 約６８億円
事業期間 令和５年度～

〇造成後の利用区分

工業用地 約 ２０．２ｈａ
道路用地 約 ０．７ｈａ
緑地 約 １．７ｈａ
その他の公共施設用地 約 ０．６ｈａ
合計 約 ２３．２ｈａ

常陸那珂工業団地 第１期拡張地区造成事業
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売払いの必要性及び緊急性

必要性

緊急性
常陸那珂工業団地が完売したことで、現在、本地区には産業用地として分譲可能
な用地はない状況

高まる企業ニーズ に合わせ迅速に産業用地を整備することにより、地域経済の
活性化及び雇用の創出に大きく貢献

ひたちなか市から茨城県に対し、産業用地の開発を求める要望書を提出

茨城県は、ひたちなか地区において産業用地の開発を行うことを表明

茨城県は、工業団地の整備にかかる測量・設計費について５年度予算措置済

茨城県に売払いすることの必要性・緊急性が認められる。
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今後のスケジュール

令和5年10月 都市計画決定

令和6年1月 事業認可取得

令和6年2月～ 工業団地造成工事

令和6年2月 売買契約締結

令和6年以降 公募手続き、事業者決定、
土地引渡し
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処分条件等

○契約方式 随意契約

○契約の根拠 会計法第２９条の３第５項

予算決算及び会計令第９９条第２１号

所在地 区分 数量 相手方 利用計画 処理区分 用途指定期間

茨城県ひたちなか市

新光町１０６番２
土地 231,835㎡ 茨城県

工業団地造
成事業用地

時価売払 －
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了解を求める事項

茨城県ひたちなか市新光町に所在する土

地を茨城県が工業団地造成事業にかかる都

市計画決定をすること、及びひたちなか市が

用途地域の変更の都市計画決定をすること

について
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案 内 図 Ｎ

至日立

至水戸

水戸対地射爆撃場跡地

対象財産

凡例

常陸那珂火力発電所

阿
字
ヶ
浦
駅

至勝田

防波堤

国営

ひたち

海浜公園

常陸那珂有料道路

常陸那珂

工業団地

自 動 車

安全運転

センター

②

①

ひたち海浜公園 ＩＣ

常陸那珂港ＩＣ

対象財産①

所在地：茨城県ひたちなか市新光町

１０３番１外１筆

区 分：土地

数 量：１３.１ｈａ

対象財産②

所在地：茨城県ひたちなか市新光町９９番

区 分：土地

数 量：２３ｈａ
茨城県流域下水道処理施設

ひたちなか市

東海村

常陸那珂港区

諮問事項

対象財産

(独)日本原子力研究開発機構研究施設
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自動車安全運転センター

民間工場

Ｎ

常陸那珂工業団地

常陸那珂有料道路

準工業地域

建ぺい率 60％

容積率 200％

凡例

水戸対地射爆撃場跡地

対象財産

対象財産の現況図

１０３番１
外１筆

１３．１ｈａ

９９番
２３ｈａ
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都市計画図

凡例

工業専用地域

準工業地域

地区計画区域
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茨城県 ひたちなか市

都市計画決定の概要

工業団地造成事業の決定

（常陸那珂工業団地 第2期拡張地区
造成事業）

用途地域の変更

（準工業地域→工業専用地域）

都市計画法の規定

（市街地開発事業）
第12条 都市計画区域については、都市計画

に、次に掲げる事業を定めることができる。
（３） 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区

域の整備に関する法律（昭和33年法律第
98号）による工業団地造成事業

（都市計画を定める者）
第15条 次に掲げる都市計画は都道府県が、

その他の都市計画は市町村が定める。
（６） 市街地開発事業（略）に関する都市計画

（都市計画を定める者）
第15条 次に掲げる都市計画は都道府県が、

その他の都市計画は市町村が定める。
（１）～（７） （略）

都市計画決定時期 令和5年10月 令和5年10月

都市計画決定の内容
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茨城県の工場立地は、過去10年間で、

 ・立地件数
※ 

・・・ 全国1位を4回
 ・立地面積  ・・・ 全国1位を6回
記録しており、全国トップクラス！（グ
ラフ1、2）

※うち県外からの移転立地件数は、
全国1位を9回記録している。（表1）

【出所】経済産業省「工場立地動向調査」

（件数） H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

他県から
移転

30 32 38 50 22 30 34 40 38 28

全国順位 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

県外からの移転立地件数の推移、全国順位

（グラフ1、2）

（表1）

出典：関東財務局水戸財務事務所「茨城県内で進む工場等の新設～なぜ茨城が選ばれるのか？見過ごせない魅力～」より作成。

茨城県における工場等の新設
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都市計画決定の必要性

106番2について、先端産業に関連する複数の企業から、確実性の高い産業用地の取得要望がある。

103番1外1筆、99番を含めたひたちなか地区についても、先端産業に関連する複数の企業から、産業用地
の取得に関する事前相談や問合せがある。

産業用地のニーズの高まり

○首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律（昭和33年法第98号） （抄）

第２条
５ この法律で「工業団地造成事業」とは、近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法及びこの法律で定め

るところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成（中略）をいう。

第３条の２ 都市計画法第12条の2第2項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市
計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
（１）～（３） （略）
（４） 都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内にあること。

第４条 都市計画法第12条第2項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、前条第1項
各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

根拠法の規定

対象地を含むエリアは、留保地利用計画において「産業ゾーン」として位置付けられている。

留保地利用計画
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水戸対地射爆撃場跡地の活用状況

水戸対地射爆撃場跡地
1,181.4ha

対象財産 36.1ha

国利用（処理済） 337.3ha

地元利用（処理済） 504.9ha

留保地（処理済） 187.6ha

地元利用（未処理） 1.4ha

留保地（未処理） 150.2ha

原子力機構

国営公園

国営公園

工業団地

民間工場

公園

公園

斎場

ごみ処理施設

配水場
漁業無線局

公園 市街地整備用地

東
海
村

ひ
た
ち
な
か
市

産業ゾーン

港湾関連施設

下水処理施設

民間工場

流通港湾関連施設

Ｎ
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